
船舶事故調査報告書 

平成２８年２月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 火災 

発生日時 平成２６年８月２１日 １１時４０分ごろ 

発生場所 阪神港神戸区東部第２工区昭和産業ふ頭 

 神戸灘浜東導灯（前灯）から真方位０８９°１,４５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４２.０′ 東経１３５°１５.６′） 

事故の概要  貨物船NOBLE
ノ ー ブ ル

 HAWK
ホ ー ク

は、係留して荷役作業中、火災が発生した。 

事故調査の経過 平成２６年８月２２日、調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を

指名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 NOBLE HAWK（パナマ共和国籍）、３１,２３８トン 

 ９３３１９３３（ＩＭＯ番号）、GREEN SPANKER SHIPPING S.A.  

 乗組員等に関する情報 船長（フィリピン共和国籍）、締約国資格受有者承認証 船長（パナ

マ共和国発給） 

機関長（フィリピン共和国籍）、締約国資格受有者承認証 機関長

（パナマ共和国発給） 

 負傷者 なし 

 損傷 ２号及び３号発電機が焼損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西南西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期 

 事故の経過  本船は、使用中の発電機の燃料圧力低下警報が作動し、乗組員が機

関室を確認したところ、発電機周辺から燃料が噴出し、出火してい

た。 

 本船は、使用中の２号及び３号発電機が停止して電源を喪失したも

のの、非常用発電機が自動的に始動して電源が復旧し、燃料タンクの

遠隔遮断弁の閉鎖、通風遮断のためにダンパーの閉鎖を行い、機関室

のエアフォーム消火を行って鎮火した。 

 本船は、本事故後、機関製造業者が点検したところ、３号発電機の

燃料噴射ポンプ入口管に設けられた燃料圧力の脈動を少なくする鉄製

の圧力減衰器の容器に亀裂が生じ、燃料が噴出したことが確認され

た。 

分析  本船は、機関室で使用中の発電機から出火したことから、付近に延

焼したものと考えられる。 

 本船は、３号発電機の圧力減衰器の容器に生じた亀裂部から噴出し

た燃料が、過給機のケーシングに降りかかり、出火した可能性がある

と考えられるが、亀裂が生じた状況を明らかにすることはできなかっ

た。 



原因  本事故は、本船が、機関室で使用中の発電機から出火したことによ

り発生したものと考えられる。 

参考  機関製造業者は、本事故後、圧力減衰器について、交換までの使用

時間の短縮及び内部構造の改良を行った。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・定期的に圧力減衰器の交換を行うこと。 

 


